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２
月
８
日
㈪
か
ら
申
告
相
談
の
受

け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
予
防
の
た

め
、
申
告
相
談
は
事
前
予
約
制
と
な

り
ま
す
。

　
来
庁
希
望
日
の
２
日
前
ま
で
に
予

約
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
75
‐
５

５
７
６
）
へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
、
前
号
で
配
布
さ
れ
た
お
知

ら
せ
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
申
告
が
必
要
な
人

①�

市
・
県
民
税
申
告
ま
た
は
所
得
税
の
確

定
申
告
が
必
要
な
人

・�
営
業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど
の
所
得
が

あ
る
人
。
田
畑
を
貸
し
て
米
や
現
金
を

も
ら
っ
て
い
る
人

・�

給
与
ま
た
は
年
金
の
源
泉
徴
収
票
の
内

容
に
変
更
が
あ
る
人
お
よ
び
控
除
を
追

加
す
る
人

・
給
与
の
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
人

・�

給
与
、年
金
の
ほ
か
に
所
得
が
あ
る
人（
内

職
、
外
交
員
な
ど
）

②�

収
入
が
な
い
ま
た
は
、
収
入
が
遺
族
年

金
な
ど
の
非
課
税
収
入
の
み
で
も
、
市
・

県
民
税
申
告
が
必
要
な
人

・�

公
営
住
宅
へ
の
入
居
・
子
ど
も
・
扶
養

の
目
的
で
学
校
な
ど
へ
所
得
課
税
証
明

書
の
提
出
が
必
要
な
人

・�

国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険
料
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
算
定
に
必
要

な
人
、
各
種
免
除
・
各
種
助
成
を
申
請

す
る
人
、
各
種
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

者
や
各
種
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
ま

た
は
申
請
を
予
定
し
て
い
る
人

■�

市
役
所
（
本
庁
・
各
支
所
）
で
申

告
す
る
場
合
の
注
意
事
項

・�

青
色
申
告
の
人
、分
離
課
税
申
告
の
人（
土

地
や
家
屋
な
ど
の
譲
渡
、
株
式
の
売
買
）、

先
物
取
引
、
初
め
て
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
村
上

税
務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
市
役

所
本
庁
・
各
支
所
で
は
受
け
付
け
で
き

ま
せ
ん
。

・�

収
支
内
訳
書
（
農
業
、
営
業
、
不
動
産
）

の
作
成
は
必
ず
事
前
に
行
い
、
源
泉
徴

収
票
、
各
種
証
明
書
と
併
せ
て
、
当
日

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

各
種
集
計
さ
れ
た
資
料
が
な
い
場
合
、

会
場
で
作
成
し
て
い
た
だ
き
、
再
度
お

待
ち
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

■
お
願
い

　

申
告
期
間
中
は
市
役
所
、
各
支
所
の
駐

車
場
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
公
共
交
通
機

関
な
ど
で
来
庁
さ
れ
ま
す
よ
う
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

国
税
庁
Ｈ
Ｐ
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
書
を
作
成
す
る

人
は
、
市
報
む
ら
か
み
１
月
15
日
号
８
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□□��

申
告
に
必
要
な
も
の

□��

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
は
が
き
ま
た
は

申
告
書

　

�

※
届
い
た
人
は
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い

□��

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
と
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
や
保
険
証
）

□�

印
鑑
（
認
印
可
）

□��

通
帳
な
ど
振
込
先
金
融
機
関
が
わ
か
る
も
の

　

�

所
得
税
の
還
付
申
告
の
場
合
に
必
要
で
す

□�

給
与
や
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

□��

営
業
、
農
業
、
不
動
産
所
得
の
収
支
内
訳
書

□��

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
保
険
料
の
支
払

額
が
わ
か
る
書
類

□�

国
民
年
金
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書

□��

生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の
支
払
証
明
書

□��

障
害
者
手
帳
や
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

□�

医
療
費
の
明
細
書

□�

寄
附
金
の
領
収
書
や
証
明
書

□��

２
年
目
以
降
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
を
受
け
る
人
は
、
借
入
金
年
末
残
高

証
明
書
、
給
与
所
得
者
の
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
申
告
書

※�

市
報
む
ら
か
み
１
月
15
日
号
挟
み
込
み

の
申
告
受
付
の
お
知
ら
せ
チ
ラ
シ
（
Ａ

３
）
に
記
載
し
て
い
る
神
林
支
所
の
申

告
会
場
が
「
神
林
支
所
３
階
第
４
・
５

会
議
室
」
に
変
更
と
な
り
ま
し
た

問い合わせ
税務課市民税係　☎ 53− 2111（内線 2141） 記事 ID 0055172
または各支所地域振興課市民生活室

ご注意ください！
市役所での申告
相談は事前の
予約が必要です

☆還付申告の事前申告は
　２月８日㈪～15日㈪
　午前９時～11時30分、午後１時～４時20分
　本庁４階大会議室、各支所で受け付けます。
　�給与、年金所得のみの人で、還付を受けられる場
合はこの期間にお越しください。（要予約）
☆申告相談の受け付けは
　２月16日㈫～３月15日㈪
　午前９時～11時30分、午後１時～４時20分
　本庁４階大会議室、各支所で受け付けます。（要予約）


